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東京都主税局－平成 27 年度固定資産税（償却資産）の申告にお

ける美術品等の取扱いを訂正 

KPMG Tax メールマガジン No.86 では、東京都主税局が平成 27 年度固定資

産税（償却資産）の申告における美術品等の取扱いを公表した旨をお知らせしま

したが、2 月 16 日、東京都主税局は、この取扱いの一部を訂正する「『減価償却

資産となる 100 万円未満の美術品等の平成 27 年度固定資産税（償却資産）の

申告について』の訂正について」を公表しました。 

訂正されたのは、12 月決算法人以外の法人が平成 26 年 12 月 31 日以前に取

得した美術品等のうち、適用初年度（平成 27年 1月 1日以後最初に開始する事

業年度）から減価償却資産に該当するものと判断したものの取扱いです。 

【訂正前】 

 適用初年度から減価償却資産として取り扱う美術品等については、平成 27
年度固定資産税（償却資産）の申告対象となる。 

 平成27年度固定資産税（償却資産）の賦課期日（平成27年1月1日）現在、

減価償却資産とするか未定であるため、平成 27 年度の申告をしなかった場

合でも、適用初年度から減価償却資産に該当するものとした場合には、その

美術品等は平成 27 年度に遡及して課税されることとなる。 

【訂正後】 

 適用初年度から減価償却資産として取り扱う美術品等については、平成 28
年度固定資産税（償却資産）から申告対象となる。 

12 月決算法人以外の法人で、平成 26 年 12 月 31 日以前に取得した美術品等

（適用初年度より減価償却資産として取り扱う見込みのもの）を、訂正前の取扱

いに従って、既に平成 27 年度固定資産（償却資産）の申告に含めている場合に

は、過申告となってしまいますので、申告書を提出した都税事務所まで連絡が必

要です。 
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